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（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。着席ください。  

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 

日程第１ 議案第１９号 

 

議 長 日程第１、議案第１９号「第６次川棚町総合計画基本構想及

び前期基本計画の策定」を議題といたします。本件について説明を求めま

す。町長。 

町 長 皆様、おはようございます。議案第１９号「第６次川棚町総

合計画基本構想及び前期基本計画の策定」について提案理由をご説明いたし

ます。 

総合計画は、町政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづ

くりの指針となる計画でありまして、本町では昭和４６年に川棚町基本構想

が策定されて以来、見直しを図りながら、現在は第５次川棚町総合計画によ

り計画的な町政運営がなされているところであります。 

このたび、第５次川棚町総合計画が令和３年度末をもって計画期間が終了

するため、新たに令和４年度から１０年間を計画期間とする第６次川棚町基

本構想及び５年間とする前期基本計画を策定するため、川棚町議会の議決す

べき事件を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

なお、詳細につきましては、企画財政課長から説明をいたしますので、ご

審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは私の方から、第６次川棚町総合計画（案）の中身に

ついてご説明の方をさせていただきたいと思います。 

第６次川棚町総合計画（案）につきましては、川棚町総合計画調査特別委

員会において説明をしておりますので、説明が重複する部分は避けてご説明

の方をさせていただきたいと思います。 
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第６次川棚町総合計画は、序論、基本構想、前期基本計画の３部構成と

なっておりまして、まずは序論から説明しますので、第６次川棚町総合計画

基本構想及び前期基本計画（案）の１ページをお開きください。  

「第１章 計画策定にあたって」でありますが、第１節 計画策定の趣旨に

つきましては、第６次川棚町総合計画を策定することになった経緯等を書い

てありまして、こちらにつきましては説明を省略させていただきます。  

次に、第２節で本総合計画の性格と役割を掲げており、本総合計画が町の

最上位計画となるまちづくりの指針として、町民との対話と協働によるまち

づくりの目標を共有する役割として、そしてまちづくりの取組の達成状況を

評価する役割として、そのような計画の性格と役割をもって本総合計画を策

定しているところであります。２ページをお願いいたします。  

第３節には、本総合計画の構成と期間について掲載しております。まず、

上段の基本構想につきましては、今後目指すまちの将来像を明らかにすると

ともに、それを実現するための施策の大綱を示すもので、計画期間は令和４

年度を初年度とし、令和１３年度までの１０年間としております。  

次に、中段の基本計画につきましては、基本構想を実現するための手段、

方法として、町行政の各分野にわたる必要な基本施策の内容を総合的、体系

的に取りまとめたもので、計画期間は、前期基本計画を令和４年度から令和

８年度までの５年間とし、後期基本計画を令和９年度から令和１３年度まで

の５年間としております。 

次に、下段の実施計画につきましては、基本計画において定めた施策を効

果的に実施するために必要な具体的事業を明らかにするもので、計画期間を

３年間とし、毎年見直し検討を加えるローリング方式によって、本計画とは

別に策定します。本総合計画案をご決定いただければ速やかに実施計画を策

定したいと考えているところであります。 

次の３ページから４ページには、第４節  計画策定までの住民参加として

計画策定における基礎的な資料の作成をすることを目的として行った住民へ

のアンケート調査などの実施状況を記載しております。５ページをお願いい

たします。 

この「第２章 川棚町の特性」から１９ページの「第４章 川棚町の発展課

題」までにつきましては、川棚町の位置、地勢、歴史、沿革や人口動態、住
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民アンケート調査などの分析結果、第５次川棚町総合計画の評価など、本総

合計画を策定するのに必要な基礎調査の結果や分析などについて記載してお

りますが、説明は省略させていただきます。続きまして、少し飛びまして２

３ページをお願いいたします。 

ここからが基本構想となります。「第１章  まちの将来像」につきまして

は、基礎調査の結果からこれまで進めてきたまちづくりを更に推進していく

ことが必要と判断し、まちづくりの将来像を第５次川棚町総合計画のまちづ

くりの将来像をキープして、「自然を愛し  くらし輝くまち」と定め、本町

のまちづくりの全ての分野における基本的な考え方にしております。  

将来像に込める思いにつきましては、その下に掲げてあるとおりでござい

ます。なお、その下の基本目標につきましては、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０や自

治体デジタル・トランスフォーメーションなど新たなまちづくりの取組が必

要となってきたことから、基本構想の柱となる基本目標を刷新し、下記のと

おり３つの新たな基本目標を設定したところであります。２４ページをお願

いいたします。 

第２節  人口推計でありますが、将来人口につきましては、国立社会保

障・人口問題研究所から推計値が示されておりまして、本町におきましては

令和１２年で１万１，８９６人、令和１７年で１万１，０４３人と、人口減

少が進む予測となっております。本総合計画に掲げる様々なまちづくり施策

によって、少しでも人口減少の抑制を図ることで、目標年の令和１３年に１

万２，２００人程度を、さらに長期的には１万１００人程度を割り込まない

ことを目標にしております。 

なお、本総合計画は、第２期川棚町まち・ひと・しごと創生総合戦略の上

位計画として整合を図りながら策定しており、人口目標値につきましても、

総合戦略の人口ビジョンとの整合をするようになっております。２５ページ

をお願いします。 

「第２章 施策の体系」であります。こちらの表は左側から、本町のまち

づくりの将来像、以降が将来像を実現するための施策を分類したもので、施

策の体系が閲覧できるようにしたものでございます。２６ページをお願いい

たします。 

この「第３章 施策の大綱」につきましては、ただいま説明しました施策
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の体系の主要施策について、その内容を解説するものであります。主要施策

につきましては、３９の施策がありますが、特別委員会において第５期川棚

町総合計画から見直したものや、追加したものについてご説明させていただ

きましたので、個々の説明は省略させていただきます。 

続きまして、前期基本計画についてご説明しますので、少し飛びまして４

１ページをお願いいたします。 

「第１章 前期基本計画策定にあたって」では、災害時からの安全性の確

保、様々な諸課題の顕著化への対応、社会のデジタル化への対応、第２期ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略との関係などを、前期基本計画の各分野を推

進する上で特に留意すべき事項としているところでございます。続きまし

て、４４ページをお願いいたします。 

ここからが、基本構想に記載されています主要施策に係る具体的な施策に

ついて記載しております。このページにつきましては、主要施策の「子育て

支援の充実」について記載しておりますが、ちょうど中ほどになりますが、

まずは持続可能な開発目標、これはＳＤＧｓと言いますが、これとの連携が

わかるよう１７の国際目標のうち、該当する目標をアイコンで掲載してお

り、ここでは目標１の貧困をなくそうから目標５までが該当するということ

でございます。 

次が、目的と方針として、子育て支援の充実に係る目的と基本方針を、次

が子育て支援分野の現状と課題を、その次が具体的な施策として表形式で５

つの施策を掲載しております。４６ページをお願いいたします。  

こちらには、子育て支援の充実に関連する町の計画として、子ども・子育

て支援事業計画を掲載しているところであります。少し飛びまして、６３

ページをお願いいたします。 

こちらの表につきましては、前期基本計画の目標指標を各分野ごとに掲載

したものであります。ただいま説明しました子育て支援の充実につきまして

は、子育てしやすい環境の整備、充実を図ることで出生数を増加させること

を目標として、表の一番上に年間の出生数を指標として掲載しているところ

でございます。 

以上のような流れで、前期基本計画には３９の主要施策に対し、１３９の

具体的な施策を掲載しております。こちらにつきましても、特別委員会で説



- 8 - 

明させていただきましたので、個々の説明は省略させていただきます。以上

で、簡略な説明となりましたが、説明を終わらせていただきます。  

議    長 この議案第１９号「第６次川棚町総合計画基本構想及び前期

基本計画の策定」につきましては、昨日、川棚町総合計画調査特別委員長か

ら同様の案について調査報告を受けております。 

本日議案として提出をされ、ただいま内容の説明を受けましたが、質疑、

討論、採決は定例会の最終日に行うことといたします。 

その間、十分な議案の熟読をお願いしておきます。 

（１０：１４） 

 

日程第２～８ 議案第２０号～議案第２６号 

 

議 長 次に、日程第２、議案第２０号「令和４年度川棚町一般会計

予算」から、日程第８、議案第２６号「令和４年度川棚町水道事業会計予

算」までを、川棚町議会会議規則第３７条の規定により、一括議題といたし

ます。 

なお、この新年度予算につきましては、本日は説明を受けるにとどめ、本

会議４日目、明日になりますけれども、質疑を行うことにいたしておりま

す。また、町長からの新年度予算説明については、令和４年度施策等に関す

る町長説明書の配布を受けておりますので、これから議案第２０号「令和４

年度川棚町一般会計予算」から順次、追加説明を求めますが、各課長におか

れましては、説明項目のうち歳入歳出予算の事項別明細書等におきます説明

につきましては、着座しての説明を許可いたしますので、それぞれご判断い

ただきますようお願いをいたします。それでは、まず初めに企画財政課長の

説明をお願いします。企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、私の方から「令和４年度川棚町一般会計予算」に

ついてご説明させていただきます。予算書の１ページをお開きください。 

まず、令和４年度川棚町一般会計予算の条文でございます。まず第１条、

これは歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６

７億２，７００万円に定めるものであります。  

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び区分ごとの金
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額は、「第１表 歳入歳出予算」によるとしている規定でございます。 

第２条の規定につきましては、債務負担行為に関する事項、期間及び限度

額等については、「第２表 債務負担行為」によるとしているものでござい

ます。 

第３条の規定につきましては、地方債に関し、地方債のその起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法については、「第３表  地方債」

によるとしているものでございます。 

第４条の規定は、一時借入金に関するもので、一時借入金の最高限度額を

５億円と定めているものであります。この最高額につきましては、例年と同

様でございます。 

第５条の規定は、歳出予算の流用について定めているものであります。続

きまして、２、３ページをお願いいたします。 

先ほど申し上げました、条文第１条第２項において規定しています、「第

１表 歳入歳出予算」であります。この表につきましては、まず歳入につい

て２ページから３ページにかけまして、１款町税から２１款町債まで、款及

び項ごとの金額について掲げているものであります。読み上げは省略させて

いただきます。４、５ページをお願いいたします。 

こちらは歳出についての表でございます。４ページから５ページにかけ

て、１款議会費から１４款予備費まで目的別に款及び項ごとに金額を掲げて

いるものでございます。こちらも読み上げは省略させていただきます。６

ページをお願いいたします。 

こちらは、条文の第２条において規定しております「第２表  債務負担行

為」であります。この事項は３つの事項について掲げております。  

まず、１つ目が封入封緘機導入事業であります。現行の封入封緘機事業を

令和６年度中に更新し、令和９年度まで使用することにしております。令和

９年度までの債務負担行為として限度額を計上するものであります。 

次が公用車のリース契約であります。地域おこし協力隊が使用する公用車

で、令和４年度中にリース期間が終了しますが、１年度再リースすることと

して、令和５年度までの債務負担行為の限度額を計上するものであります。 

最後が、川棚町中小企業振興資金を川棚町が指定する金融機関から町内中

小企業者が借り受けるにあたり、長崎県信用保証協会の債務保証について、
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町が損失補償をすることという事項であります。こちらにつきましては、期

間及び限度額につきましては例年どおりでございます。読み上げは省略させ

ていただきます。それでは、７ページの方をご説明いたします。 

こちらが、第３条において規定しております「第３表  地方債」でありま

す。表に掲げている１０の事業について、それぞれ起債を起こすものについ

て限度額の金額を掲げているものでございます。１０の事業で合計４億５，

１３０万円の限度額で、歳入の２１款町債と対応するものであります。こち

らにつきましては、個々の事業名、金額、起債の方法、利率、償還の方法

で、こちらは記載のとおりということで、読み上げは省略とさせていただき

ます。以上で、第１表から第３表までの説明を終わります。続きまして、９

ページをお願いいたします。 

ここからが「歳入歳出予算事項別明細書」が始まります。まず、９ページ

では総括として歳入につきまして、款ごとに前年度の比較を示しているもの

でございます。一番下をご覧いただきますと、令和３年度よりも５億４，６

００万円少ない総額の予算となっております。続きまして、１０、１１ペー

ジをお願いいたします。 

歳出の総括表であります。こちらも款ごとに前年度の比較、そして財源内

訳についてお示しした表でございます。１２、１３ページをお願いいたしま

す。それでは歳入の説明に移りますが、以降は着席の上、説明ということで

お許しをお願いしたいと思います。 

説明資料をお配りしておりますが、そちらの方と併せて説明していきます

のでよろしくお願いいたします。説明資料は２ページになります。  

それでは、第１款の町税であります。総額で１２億４，６８３万６，００

０円で、前年度比１，１６０万円の増であります。 

１項町民税につきましては、予算額が５億６，２１１万円で、前年度比９

９万円の減となっております。 

１目個人につきましては、前年度比１５９万円減の５億１，１４１万円を

計上しておりますが、本年度の決算見込みから減額を見込んでいるものでご

ざいます。 

次の２目法人につきましては、均等割の増額を見込み、６０万円増の５，

０７０万円を計上しております。算出の方法につきましては予算書の説明欄
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のとおりでございます。続きまして、予算書１４、１５ページをお願いいた

します。 

２項固定資産税につきましては、予算額５億４，１３７万６，０００円

で、前年度比１９９万円の増であります。 

１目固定資産税につきましては、２００万円増の５億４，０００万円であ

りますが、新型コロナウイルス感染症に係る軽減措置の終了により増額を見

込んでおります。予算書の１６、１７ページをお願いいたします。 

２目国有資産等所在市町村交付金につきましては、１万円減の１３７万

６，０００円で、対象となる３団体につきましては、右のページの説明欄に

記載のとおり、財務省、長崎県、佐世保市であります。説明資料の方２ペー

ジをお願いいたします。 

次に、３項軽自動車税につきましては、予算額５，２３５万円で、前年度

比１００万円の増であります。 

１目軽自動車税種別割につきましては、１００万円増の５，０８０万円を

計上しており、予算書説明記載欄のとおり、令和３年１２月末の登録台数を

基に算出しております。 

次に、２目軽自動車税環境性能割につきましては、これまでの交付実績に

より同額を見込み計上しております。次のページをお願いいたします。予算

書１８、１９ページをお願いいたします。 

３目軽自動車税につきましては、軽自動車税の廃止により、滞納繰越分の

み前年と同額を見込み計上しております。 

次の４項町たばこ税につきましては、予算額８，３００万円で、前年度比

９６０万円の増となっております。説明資料２ページの表に掲げております

ように、昨年１２月の税率の改正により増額を見込んでいるところでござい

ます。 

次の５項入湯税につきましては、前年度同額の８００万円を見込み計上し

ております。予算書の説明欄に、算出根拠を記載しております。そして、説

明資料の２ページの一番下でございますが、滞納繰越分の記載があります。

町税の滞納繰越分、各項総額で７４１万円を計上しております。続きまし

て、予算書２０、２１ページになります。説明資料は３ページになります。 

２款地方譲与税から３８、３９ページの１１款交通安全対策特別交付金ま
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でにつきましては、説明資料４ページ、５ページに記載のとおり、これまで

の交付実績等から前年度と同額又は増減額を見込み予算計上しております。

少し飛びまして、予算書の４０、４１ページをお願いいたします。 

１２款分担金及び負担金であります。予算額２，９４９万１，０００円

で、前年度比３８２万７，０００円の増であります。分担金及び負担金の主

なものを説明資料の５ページに表としてお示ししております。保育園保育料

及び養護老人ホーム入所徴収金は、間近の入所状況を基に算出しておりま

す。また、急傾斜地崩壊対策事業負担金につきましては、新谷地区急傾斜地

崩壊対策事業の分担金でございます。 

なお、１２款以降につきましては、特定財源について説明欄にお示しして

おります。例えば、予算書４１ページの右上になりますが、説明欄の方にな

りますが、小串保育園保育料現年分５０５万１，０００円とあります。その

下の段に書いてありますのが充当先で、３款２項２目保育所等給付費に充当

されていると見ていただければいいと思います。予算書４４、４５ページを

お願いいたします。 

１３款使用料及び手数料であります。予算額１億４７万２，０００円で、

前年度比３，３６３万３，０００円の減であります。使用料及び手数料の主

なものにつきましては、説明資料５ページの表にお示しをしております。な

お、減額の主な要因につきましては、川棚町光ブロードバンド施設の譲渡に

より使用料収入がなくなったことによるものでございます。予算書の５２、

５３ページをお願いします。説明資料の方は６ページになります。 

１４款国庫支出金であります。予算額９億７，２９７万５，０００円で、

前年度比８，６０８万６，０００円の増であります。この国庫支出金の主な

もの、金額の多いものを説明資料の６ページの表に示しております。ご参考

に見ていただければいいと思います。続きまして、６０、６１ページをお願

いいたします。 

1５款県支出金であります。予算額５億８，０８０万３，０００円で、前

年度比１，３７８万９，０００円の減であります。この県支出金の主なもの

につきましても、説明資料の６ページに表において掲げております。ご参考

にしていただければと思います。続きまして、少し飛びまして予算書の７

８、７９ページをお願いいたします。説明資料は７ページの方になります。 
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１５款財産収入であります。予算額８２３万９，０００円で、前年度比２

５２万５，０００円の増であります。土地貸付収入及び基金利子について、

収入が見込まれる額を計上しており、次の８０、８１ページには不動産売払

収入、物品売払収入について名目予算を計上しているところでございます。

予算書８２、８３ページをお願いします。 

１７款寄附金であります。予算額８，０００万３，０００円で、前年度と

同額であります。一般寄附金、民生費寄附金、教育費寄附金については、名

目額を計上しております。 

次のふるさと応援寄附金につきましては、これまでの実績に基づき前年度

と同額を見込み計上しております。予算書８４、８５ページをお願いいたし

ます。 

１８款繰入金であります。予算額５億６，２４５万３，０００円で、前年

度比６，４７８万２，０００円の増であります。特別会計繰入金につきまし

ては、前年度同額を計上しております。 

そして、基金繰入金につきましては、財源不足を補う繰入金として下水道

事業基金、それから減債基金、財政調整基金から繰入れすることとしており

ます。金額は、下水道基金繰入金７，０００万円で、前年度比１，６００万

円の減額、減債基金繰入金１億３，０００万円、財政調整基金繰入金１億

３，０００万円で、どちらも３，０００万円の増額であります。  

中山間ふるさと農村活性化基金につきましては、１００万円で前年度と同

額であります。  

役場庁舎建設基金繰入金につきましては、庁舎改修費等に充てるため１，

０００万円増の２億４００万円を計上しております。 

地域福祉基金繰入金につきましては、いきがいセンターの改修工事費に充

てるため２，０００万円を計上し、予算書８６、８７、次のページでござい

ますが、次のページの森林環境譲与税基金繰入金につきましては、森林環境

譲与税事業に充てるため３４４万７，０００円を計上しております。予算書

の８８、８９ページをお願いいたします。 

１９款繰越金であります。予算額７，０００万円ということで、前年度と

同額として予算計上しております。９０、９１ページをお願いいたします。 

２０款諸収入であります。予算額８，９０４万８，０００円で、前年度比
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２６０万３，０００円の増であります。 

１項延滞金、加算金及び過料、その次の２項町預金利子につきましては、

名目額を計上しております。 

３項貸付金元利収入におきましては、中小企業振興資金原資返還金を計上

しており、４項雑入においては、主に宝くじ関係配分金、農地中間管理事業

費委託料など、その他見込まれるものを計上しております。また少し飛びま

して、９８、９９ページをお願いいたします。説明資料の方が８ページで

す。 

２１款町債であります。予算額４億５，１３０万円で、前年度比８億６０

０万円の減であります。前年度との対比を説明資料の８ページに掲載してお

りますので、ご覧いただければと思います。以上で歳入の説明を終わりま

す。 

続きまして、歳出についてご説明いたしますので、予算書１０２、１０３

ページ、説明資料９ページをお願いいたします。 

１款議会費であります。予算額１億１，０８７万９，０００円で、前年度

比１，９８８万６，０００円の増であります。議員及び職員に係る報酬、給

料等の人件費のほか、委員会の開催や視察調査等に対する費用弁償が主なも

のであります。令和４年度は、議場の音響機器の改修費及び議会中継システ

ムの導入費を計上しております。予算書の１０４、１０５ページをお願いい

たします。 

２款総務費であります。予算額９億７３７万６，０００円で、前年度比８

億２，５８８万６，０００円の減であります。大きな減少となっております

が、主な要因としましては新庁舎の完成により新庁舎建設費を廃止したこと

によるものでございます。 

それでは、１項１目一般管理費につきましては、特別職及び職員の人件費

のほか、通信運搬費、コピー機等使用料等の一般的な事務経費や自治会活動

支援補助などを計上しております。 

次の２目庁舎管理費につきましては、新たに追加したものでございまし

て、庁舎の維持管理に要する経費や庁舎の改修費などを計上しております。

また、主な工事費につきましては、説明資料９ページに記載してあるとおり

でございます。予算書１０６、１０７ページをお願いいたします。 
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３目文書広報費につきましては、広報かわたなの印刷製本費などを計上し

ております。 

次の４目財政管理費でありますが、財政管財係の事務的経費や、ふるさと

納税に係る経費を計上しております。 

次の５目会計管理費では、コンビニ収納の取扱いに係る手数料などを計上

しております。 

次の６目財産管理費につきましては、町が所有する土地及び施設等の維持

管理、建物の保険料、小串郷駅の管理、町有林の管理に要する経費を計上し

ております。 

次の７目企画費につきましては、企画振興係の事務的経費のほか、ふるさ

と創生基金の利子と同額の積立金を計上しております。なお、令和４年度

は、生徒数が減少傾向にある県立川棚高等学校の入学支援などに要する経費

を計上しております。予算書１０８、１０９ページをお願いいたします。 

次の８目情報システム管理費につきましては、電算業務の維持運営及び社

会保障・税番号制度システム管理費に係る経費を計上しております。令和４

年度は、電子申請システムの導入や封入封緘機導入に要する経費を計上して

おります。説明資料の１０ページをお願いいたします。 

９目地域づくり事業費であります。９目地域づくり事業費につきまして

は、地方創生関係の事務に要する経費、地域おこし協力隊員の人件費や活動

に要する経費、結婚新生活支援事業に要する経費を計上しております。令和

４年度につきましては、観光資源の調査や観光コンテンツの作成、情報発信

などをテーマにした地域おこし協力隊員１名を増員する経費を計上しており

ます。 

次の１０目交通安全対策費につきましては、交通指導員の報償費のほか、

交通安全の取組に要する経費を計上しております。予算書の１１０、１１１

ページをお願いいたします。 

１１目諸費につきましては、一般諸費のほか、西肥バス・川棚内海線運行

に係る補助、川棚駅前広場管理、活きいきタクシー助成事業に要する経費を

計上しております。 

次の１２目財政調整基金費から次のページの１６目役場庁舎建設基金費ま

でにつきましては、各種基金でありますが、各基金の利子収入と同額を積立
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金として計上をしているものであります。 

１１２、１１３ページでありますが、次１７目になります。１７目地方創

生費につきましては、婚活支援事業費として婚活イベントに要する経費を、

次の１８目移住・定住促進事業費では、移住相談会に要する経費や移住支援

に係る補助に要する経費などを計上しています。 

次の１９目企業誘致推進費では、企業誘致推進に要する経費を計上し、２

０目新型コロナウイルス感染症等対策基金費は、基金積立金を名目予算とし

て計上しております。 

一番下の２項徴税費につきましては、職員の人件費のほか、賦課徴収や滞

納処分に要する経費を計上しております。１１４、１１５ページをお願いい

たします。 

３項戸籍住民基本台帳費につきましては、住民基本台帳情報及び戸籍情報

の処理管理に要する経費並びにマイナンバーカード発行に要する経費を計上

しております。次の１１６、１１７ページをお願いいたします。 

４項選挙費につきましては、選挙管理委員会の経費のほか、長崎県議会一

般選挙及び参議院議員通常選挙、町長選挙に要する経費を計上しておりま

す。続きまして、１１８、１１９ページをお願いいたします。 

下の方になりますが、５項統計調査費につきましては、各種統計調査に要

する経費を計上しております。続きまして、次のページ１２０、１２１ペー

ジをお願いいたします。 

６項監査委員費につきましては、監査委員の報酬のほか監査業務に係る経

費を計上しております。次のページをお願いします。１２２、１２３ページ

であります。 

３款民生費であります。予算額２４億８，１８５万７，０００円で、前年

度比９，２１２万円の増であります。 

１項１目社会福祉総務費でありますが、母子・父子・乳幼児等に対する福

祉医療の支給、民生委員・児童委員活動に要する経費、社会福祉協議会の運

営補助、地域支え合い事業など福祉施策に要する経費を計上しております。

なお、参考までに主な特別会計への繰出金等の状況を、説明資料の１１ペー

ジの表でお示ししているところでございます。次のページをお願いいたしま

す。１２４、１２５ページです。 
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２目障害者福祉費につきましては、母子福祉医療費や各種医療給付費など

について、必要経費を計上しております。 

次の３目老人福祉費では、説明資料のとおり町老連及び地区老人クラブへ

の補助、養護老人ホーム入所者の措置費など、高齢者の福祉施策に要する経

費を計上し、次の４目老人福祉施設費につきましては、いきがいセンターの

指定管理費を計上しております。また、令和４年度はいきがいセンターの改

修工事として屋根防水工事及び空調設備改修に要する経費を計上しておりま

す。予算書次のページ、１２６、１２７ページをお願いいたします。 

５目国民年金事務費につきましては、被保険者の資格取得・喪失や老齢・

障害基礎年金等の請求、保険料免除申請等の各種届出に関する事務など年金

業務に要する経費を計上しております。 

次に２項１目児童福祉総務費につきましては、保育所運営事業費、学童保

育などの放課後児童健全育成事業、休日・延長保育の特別保育事業、子ど

も・子育て支援事業といった子育て支援に必要な経費を、次の２目児童措置

費につきましては、町内の保育園及び町外保育園並びに認定こども園の給付

費の年間所要額を見込み計上しております。次の１２８、１２９ページをお

願いします。 

３項災害救助費につきましては、災害見舞金等支給に備えた名目予算とし

て計上をしております。次のページ、１３０、１３１ページをお願いいたし

ます。 

４款衛生費であります。予算額６億４，７７１万９，０００円で、前年度

比４，６２４万１，０００円の増であります。 

１項１目保健衛生総務費でありますが、職員人件費のほか献血の推進、母

子愛育班活動や乳幼児健診など母子保健の推進、救急医療対策に要する経費

を計上しております。なお、令和４年度は出産後の女性及び乳児に対して、

心身のケアや育児サポートなどを行う産後ケア事業に要する経費、がん患者

の外観ケアを目的とした医療用ウイッグ等の購入支援に要する経費、骨髄等

提供を望む方が一人でも多く移植を受けられるよう、骨髄等提供者に助成金

を支給するのに要する経費を計上しております。 

次の２目予防費につきましては、定期予防接種、定期外予防接種及び狂犬

病予防事業に要する経費を計上しております。なお、令和４年度は新型コロ
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ナウイルス感染症に係る３回目のワクチン接種を継続するために必要な経

費、子宮頸がんワクチンの定期接種の勧奨が再開されることとなり、接種希

望者の増加を見込み接種経費を計上しております。次のページ、１３２、１

３３ページをお願いいたします。 

３目健康増進費であります。健康増進費では、健康教育の推進、各種がん

検診など検診事業の実施に要する経費を計上しており、次の４目環境衛生費

では、海岸清掃などの環境衛生に係る経費、火葬場施設分担金、資源回収の

補助金などに要する経費を計上しております。なお、令和４年度はしおさい

の湯の歩行浴を活用した健康促進事業に要する経費を計上しております。次

のページ、１３４、１３５ページをお願いいたします。 

２項清掃費につきましては、ごみ処理及びし尿処理に係る東彼地区保健福

祉組合への分担金及び繰出金を計上しております。 

次の３項公害対策費では、河川海域水質調査・臭気調査などに要する経

費、合併処理浄化設置整備補助などに要する経費を計上しております。次の

１３６、１３７ページをお願いします。説明資料は１３ページになります。 

５款労働費であります。予算額２１５万７，０００円で、前年度比８８万

２，０００円の増であります。勤労青少年ホームの維持管理に要する経費が

主なものであります。次のページ、１３８、１３９ページをお願いいたしま

す。 

６款農林水産業費であります。予算額３億２，４５０万円で、前年度比

２，５３９万６，０００円の増となっております。 

１項農業費、１目農業委員会費につきましては、農業委員会の運営、農業

者年金に係る事務並びに機構集積支援事業に要する経費を、次の２目農業総

務費では、職員人件費を計上しております。 

次の３目農業振興費につきましては、水稲、みかん、施設園芸等振興作物

の生産振興、営農組織・担い手確保、有害鳥獣対策、中山間地域等直接支払

事業、多面的機能支払交付金事業、特産物の販売宣伝促進事業、農地中間管

理事業等の事業費を計上しております。次のページ、１４０、１４１ページ

をお願いいたします。 

４目畜産業費につきましては、肉用牛肥育経営安定対策事業、繁殖雌牛導

入支援事業、家畜防疫対策事業等の取組に要する経費を計上しております。
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令和４年度は、鹿児島県で１０月に開催される全国和牛能力共進会に候補和

牛を出品する畜産農家への支援に要する経費を計上しております。 

次の５目農地費につきましては、県営事業である基幹農道川棚西部地区の

地元負担金や農道等の維持補修に要する経費を計上しております。次のペー

ジ、１４２、１４３ページをお願いいたします。 

２項林業費につきましては、森林及び既存林道の適正な保全と維持管理、

森林組合の事業、林道維持補修並びに緑化推進に要する経費を計上しており

ます。次のページ、１４４、１４５ページをお願いいたします。 

前ページからの続きになるんですが、３項水産業費につきましては、大村

湾漁協川棚支所が取り組む各種事業への補助のほか、漁港管理に要する経費

を計上しております。続きまして、次のページ１４６、１４７ページ、説明

資料の方が１４ページになります。 

７款商工費であります。予算額１億９，８６６万円で、前年度比３，６５

０万８，０００円の増であります。 

１項商工費、１目商工総務費につきましては、職員の人件費、一般的な事

務経費のほか、空き店舗活用補助などに要する経費を、次の２目商工業振興

費につきましては、商工業の振興を図るため、中小企業振興資金制度・創業

支援振興資金への預託金、商工会への運営費補助などを計上しております。 

次の３目観光費では、夏まつり等の観光振興事業に要する経費のほか、観

光ＰＲやスポーツ合宿補助に要する経費、観光事業特別会計への繰出金を計

上しております。令和４年度につきましては、しおさいの湯の利用を促進す

るため、町民の入館料の割引に必要な経費を計上しております。  

次の４目観光施設整備基金費につきましては、基金の利子と同額を積立金

として計上しております。 

議 長 土木費に入る前に、ここでしばらく休憩をいたします。  

（１０：５８） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 はい。それでは、１４８、１４９ページ、８款土木費であり
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ます。予算額８億３，６２６万６，０００円で、前年度比５，２６３万

６，０００円の増であります。 

まず、１項土木総務費につきましては、職員人件費、一般的な事務経費を

計上しております。 

２項道路橋梁費につきましては、町道の維持管理に要する経費及び安全施

設整備工事に要する経費を計上しております。 

なお、道路維持費の主なものにつきましては、説明資料の１４ページに掲

載しております。次のページ、１５０、１５１ページをお願いいたします。 

３目道路新設改良費につきましては、道路新設事業費の主なもの、交通安

全対策（通学路緊急対策）事業費及び地方創生道整備推進交付金事業費のも

のにつきまして、説明資料１５ページに掲載しているところでございます。 

次の４目橋梁維持費につきましては、塩床１号橋の橋梁補修工事及び道路

橋定期点検業務に要する経費を計上しております。 

３項１目河川管理費につきましては、河川維持補修に係る経費を計上して

おります。令和４年度は普通河川２川の転落防止柵改修工事に要する経費を

計上しております。 

一番下の２目ダム対策費につきましては、職員の人件費、石木ダム建設に

関して、長崎県、佐世保市及び地元関係者との協議に要する経費を計上して

おります。次のページ、１５２、１５３ページをお願いいたします。 

３目海岸保全費につきましては、海岸保全に備えた名目での予算を計上し

ており、次の４目用悪水路費は、下組地区水路改修工事など用悪水路の維持

補修に要する経費を計上しております。 

次の５目急傾斜地崩壊対策事業費につきましては、新谷地区急傾斜地崩壊

対策工事のほか、町道旭ケ丘４号線及び新百津山手線の防草コンクリート工

事に要する経費を計上しております。 

次の４項１目港湾管理費については、川棚港の港湾管理に要する経費を、

２目港湾建設費につきましては、説明資料１５ページから１６ページに掲載

しております県営事業に係る地元負担金を計上しております。  

一番下の５項都市計画費につきましては、都市計画全般の経常的経費のほ

か、都市計画施設の維持管理費、下水道事業会計への負担金・補助並びに出

資金に係る必要額を計上しております。次のページ、１５４、１５５ページ
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をお願いいたします。 

６項住宅費につきましては、町営住宅の維持管理に要する経常的経費のほ

か、引き続き町営住宅新町団地屋根外壁長寿命化に係る改修工事を行います

ので、その改修工事に要する経費などを計上しております。次のページ、１

５６、１５７ページをお願いします。 

消防費であります。予算額２億４，２９２万９，０００円で、前年度比

２，１６６万４，０００円の増であります。消防費では、広域常備消防の負

担金や非常備消防に要する経費などを計上しております。令和４年度は消防

団員の処遇改善を図るため、消防団員報酬及び出動報酬の見直しを行ってお

ります。２ページ飛んで１６０、１６１ページでございます。 

１０款教育費であります。予算額３億９，８７２万円で、前年度比３，０

４５万９，０００円の増であります。 

１項１目教育委員会費につきましては、教育委員に係る報酬、会議出席等

に要する費用弁償等の所要経費を、次の２目事務局費では、職員人件費のほ

か、外国語指導助手や心の教室相談員の配置、学校活性化事業などに要する

経費を計上しております。 

次の３目公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費につきまして

は、ＧＩＧＡスクール整備事業により児童生徒に１人１台の学習用タブレッ

トが整備されましたが、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない準要保護児童・生徒の世帯に

貸与しますＷｉ―Ｆｉルーターの通信料や、学校へＩＣＴ支援員を派遣する

のに要する経費を計上しております。次の１６２、１６３ページをお願いい

たします。説明資料の方は１７ページになります。 

２項小学校費であります。１目学校管理費につきましては、学校運営管理

に関する経費のほか、用務員、校務支援員、サポートティーチャー及び特別

支援教育支援員の配置に係る経費などを計上しております。各小学校の主な

工事につきましては説明資料１７ページに掲載しております。 

２目教育振興費でありますが、日本スポーツ振興センターへの掛金、要保

護・準要保護児童に対する扶助費等に係る経費を計上しております。次の

ページ、１６４、１６５ページをお願いいたします。 

３項中学校費であります。１目学校管理費につきましては、中学校の管理

運営に関する経費のほか、用務員、公務支援員及び特別支援教育支援員を配
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置するための経費などを計上しております。 

次の２目教育振興費につきましては、日本スポーツ振興センターへの掛

金、要保護・準要保護児童に対する扶助費等に係る経費、中学１年生全員を

対象としたイングリッシュキャンプ事業に係る経費などを計上しておりま

す。 

次の４項１目社会教育総務費につきましては、地域文化の振興を図るた

め、総合文化祭の開催や文化公演事業の実施に要する経費や、ブックスター

ト事業、ふれあい教室開催、文化財保護に要する経費、青少年育成地区活

動、成人式開催に要する経費を計上しております。次のページ、１６６、１

６７をお願いいたします。 

２目公民館費につきましては、中央公民館の維持管理に要する経費を計上

しているほか、地区公民館の改修補助に要する経費を、次の３目公会堂費に

つきましては、公会堂の維持管理に要する経費を計上しております。 

次の５項１目保健体育総務費つきましては、各種スポーツ大会の開催に要

する経費や、スポーツ推進委員に要する経費、次代を担う人材の育成のため

の事業費、ホッケー競技を推進する事業費などを計上しております。次の

ページをお願いいたします。１６８、１６９ページです。 

２目教育キャンプ場費及び３目柔剣道場管理費につきましては、各施設の

維持管理に要する経費を計上しております。 

次の６項学校給食共同調理場費でありますが、学校給食センターの管理運

営に係る経費を計上しております。なお、学校給食センターの主な工事につ

きましては、説明資料の１８ページに掲載しております。次のページ、１７

０、１７１ページをお願いいたします。 

１１款災害復旧費であります。予算額３４９万４，０００円で、前年度比

３，３４７万４，０００円の減であります。 

１項農林水産施設災害復旧費及び２項公共土木施設災害復旧費につきまし

ては、災害に備えた名目予算として計上しております。次のページ、１７

２、１７３ページをお願いいたします。 

１２款公債費であります。予算額５億５，２３４万３，０００円で、前年

度比１，２０７万９，０００円の減であります。公債費につきましては、町

債の元金及び利子の償還金を積算して計上しております。次のページをお願
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いいたします。１７４、１７５ページであります。 

１３款諸支出金であります。予算額１０万円で、こちらも名目で予算を計

上しております。次に１７６、１７７ページをお願いいたします。 

１４款予備費であります。予備費につきましても、例年と同様の金額２，

０００万円を計上しているものであります。以上で、歳出の説明を終わりま

す。 

予算書１７８ページから１８５ページには、給与費明細書を掲載しており

ます。そして、債務負担行為に係る調書を１８６ページから１８７ページ

に、地方債現在高等に関する調書を１８８ページに掲載しております。１８

９ページには、地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当額を一覧とし

てお付けしております。これらの表につきましては、説明は省略させていた

だきます。 

以上が、令和４年度一般会計予算の内容でございます。説明を終わらさせ

ていただきます。 

（１１：２２） 

議 長 次に、国民健康保険事業特別会計についての追加説明を求め

ます。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。議案第２１号「令和４年度川棚町国民健康保険事業特

別会計予算」についてご説明をいたします。予算書につきましては１９１

ページからとなります。 

令和４年度の予算につきましては、厚生労働省から示されました予算編成

方針等に基づき試算・予算計上をいたしております。 

第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９億３，０

００万円と定めるものであります。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものとしております。 

第２条の規定は、一時借入金について、最高額を５，０００万円と定める

ものであります。 

第３条の規定は、歳出予算の流用について定めているものでございます。  

それでは、事項別明細書によりご説明をいたしますので、予算書１９５

ページをお開きください。 
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歳入ですが、前年度と比較して、歳入合計で１億４，３２１万７，０００

円増加しております。要因といたしましては、歳出２款の保険給付費の増額

に伴います県支出金の増額が主なものであります。国民健康保険税と県支出

金で全体の９２．２パーセントを占めております。次のページです。 

歳出でありますが、２款保険給付費の予算額が１４億８，７９３万１，０

００円で、全体の７７．１パーセントを占めております。近年の１人当たり

医療費の増加傾向を踏まえまして、前年度よりも１億５，２００万程度高く

見込んでおります。 

３款の国民健康保険事業費納付金は、県の広域化に伴う事業費納付金であ

ります。３億９，３７３万４，０００円が県から示されている額であり、全

体の２０．４パーセントを占めております。 

予算書２４０ページには給与費明細書を記載しておりますが、説明につい

ては省略をさせていただきます。 

それでは、詳細について歳入から説明させていただきますので、１９８

ページをお開きください。なお、これ以降につきましては本日お配りをいた

しております説明書に沿って説明をいたします。ここからは着座にて説明さ

せていただきますのでご了承をお願いいたします。予算書１９８ページから

１９９ページです。 

１款国民健康保険税２億６，９５５万８，０００円、前年度比１，２５４ 

万１，０００円の減少。 

１項国民健康保険税２億６，９５５万８，０００円、前年度比１，２５４

万１，０００円の減少。 

１目一般被保険者国民健康保険税２億６，９５２万、前年度比１，２４１

万６，０００円の減少であります。一般被保険者の現年度分、過年度分、滞

納繰越分に係る保険税を計上しております。 

２目退職被保険者等国民健康保険税３万８，０００円、前年度比１２万

５，０００円の減少。退職被保険者の過年度分、滞納繰越分に係る保険税を

計上しています。国保保険税の減少の主な要因といたしましては、被保険者

数の減少傾向によるものであります。続きまして、予算書２０２ページ、２

０３ページをお開きください。 

２款使用料及び手数料です。１３万１，０００円、前年度比２万円の減少
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です。 

１項手数料１３万１，０００円、前年度比２万円の減少。 

１目総務手数料、２目督促手数料は、過去の実績額から見込み計上をいた

しております。次のページをお開きください。 

３款国庫支出金であります。２，０００円、前年度比１，０００円の増

加。 

１項国庫補助金２，０００円、前年度比１，０００円の増加。 

１目災害等臨時特例補助金、２目社会保障・税番号制度システム整備事業

費補助金につきましては、名目計上をさせていただいております。次のペー

ジをお開きください。予算書２０６ページから２０７ページです。 

４款県支出金１５億９４８万９，０００円、前年度比１億５，５４０万円

の増加。 

１項県補助金１５億９４８万８，０００円、前年度比１億５，５４０万円

の増加。 

１目保険給付費等交付金、１節普通交付金は、歳出の２款保険給付費にお

ける出産育児諸費、葬祭諸費、傷病手当金を除きます保険給付費の支出見込

額とほぼ同額を計上しております。 

２節特別交付金は、国民健康保険者努力支援金、国の特別調整交付金、県

の特別調整交付金、特定健康診査等負担金を県の試算等に基づきまして計上

しております。 

２項財政安定化基金交付金１，０００円、前年度同額でありますが、こち

らは名目計上をしております。続きまして、２０８ページ、２０９ページに

なります。 

５款財産収入です。３万２，０００円、前年度比２万１，０００円の減

少。 

１項財産運用収入３万２，０００円、前年度比２万１，０００円の減少。 

１目利子及び配当金は、積立金の利子について計上しております。歳出の

６款基金積立金、１項１目積立金に対応するものであります。次のページを

お願いいたします。２１０ページから２１１ページです。 

６款繰入金１億３，２９９万円、前年度比１４６万９，０００円の増加で

す。 
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１項一般会計繰入金１億３，２９９万円、前年度比１４６万９，０００円

の増加。 

１目一般会計繰入金は、一般会計歳出３款民生費、１項１目社会福祉総務

費の国民健康保険基盤安定費及び国民健康保険事業費に対応しております。

対応の内容につきましては、資料２ページに記載のとおりであります。予算

書２１２ページ、２１３ページ、資料は３ページになります。 

７款繰越金であります。１，６７３万８，０００円、前年度比１２６万

２，０００円の減少。 

１項繰越金１，６７３万８，０００円、前年度比１２６万２，０００円の

減少です。 

１目その他繰越金は、前年度繰入金として歳入歳出の見合いにより計上し

ております。次のページをお願いいたします。 

８款諸収入１０６万円、前年度比１９万１，０００円の増加です。 

１項延滞金、加算金及び過料１００万４，０００円、前年度比１９万１，

０００円の増加。 

１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険者等延滞金は、近年の実績によ

り計上しており、３目一般被保険者加算金から５目過料につきましては、前

年度同額を名目計上しております。 

２項預金利子１，０００円、前年度同額を名目計上しております。 

３項雑入５万５，０００円、前年度同額です。 

１目の滞納処分費から６目雑入までを名目計上しております。歳出の説明

に移らせていただきます。予算書は２１８ページからになります。 

１款総務費１，００１万１，０００円、前年度比９９万４，０００円の増

加です。 

１項総務管理費７７９万１，０００円、前年度比８３万円の増加です。 

１目一般管理費は、納税通知書・パンフレット等の印刷製本費などの事務

経費を計上をいたしております。 

２目連合会負担金は、第三者行為求償事務共同処理手数料、国保連合会負

担金、国保広報共同事業負担金などを計上しています。 

２項徴税費６１万２，０００円、前年度比５万１，０００円の増加です。 

１目の賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収に係る経費を計上してお
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ります。町外徴収に係る旅費、口座振替手数料等が主なものであります。 

２目収納特別対策事業費は、収納率向上対策研修会の研修会旅費その他の

経費を計上しております。 

３項運営協議会費１５万４，０００円、前年度比７万２，０００円の減。 

１目運営協議会費は、国民健康保険運営協議に係る経費を計上しておりま

す。予算書２２０ページをお願いいたします。 

４項医療費適正化特別対策事業費１４５万４，０００円、前年度比１８万

５，０００円の増加となっております。 

１目医療費適正化特別対策事業費につきましては、医療費通知、ジェネ

リック医薬品の使用勧奨通知などに係る通信費、レセプト点検の事務共同手

数料等、医療費の適正化を推進するための経費を計上しております。予算書

２２２ページから２２５ページになります。 

２款保険給付費です。１４億８，７９３万１，０００円で、前年度比１億

５，２０５万９，０００円の増加としております。過去の実績及び被保険者

数の動向等を踏まえ算定をしております。歳入の国民健康保険税の説明の

折、被保険者数が減少しているということで説明をしておりますが、その中

で前期高齢者の数は、ほぼ横ばいであるということから、保険給付費につき

ましては、今後も増加の傾向と見込んでおるものであります。 

１項療養諸費１２億７，１２６万５，０００円、前年度比１億３，９１０

万６，０００円の増加。 

１目一般被保険者療養給付費１２億５，９９０万円、前年度比１億３，８

９０万円の増加。 

２目、４目の退職被保険者等に係る療養給付費、退職被保険者等に係る療

養費につきましては、現在退職被保険者につきましてはもうおりませんけれ

ども、名目計上で１，０００円だけ計上させていただいております。 

３目一般被保険者療養費につきましては、７９１万１，０００円で、前年

度比５万４，０００円の減少。 

５目の審査支払手数料は３４５万２，０００円で、前年度比３６万８，０

００円の増加と見込んでおります。 

２項高額療養費２億１，１１３万２，０００円、前年度比１，３１８万

２，０００円の増加。 
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１目一般被保険者高額療養費２億１，０９６万円、前年度比１，３３１万

円の増加。 

２目退職被保険者等高額療養費が名目計上で１，０００円計上しておりま

す。 

３目一般被保険者高額介護合算療養費１７万円、前年度比２万円の増加。 

４目退職被保険者等高額介護合算療養費、名目計上で１，０００円計上し

ております。 

３項の移送費です。１万１，０００円、前年度比９，０００円の減少です

が、こちらにつきましても名目計上をしております。次のページをお願いい

たします。 

４項出産育児諸費４６２万３，０００円、前年度比４２万円の減少。 

１目出産育児一時金、２目支払手数料につきましては、出産予定者の見込

み計上によりまして見込み計上しております。 

５項葬祭諸費８０万円、前年度比２０万円の増加。 

１目葬祭費は、４０件分を見込み計上しております。 

６項傷病手当金１０万円、前年度同額です。 

１目傷病手当金は、新型コロナウイルスに感染、又は疑いによる場合の収

入減を補うもので、名目計上しております。次のページをお願いいたしま

す。 

３款国民健康保険事業費納付金３億９，３７３万４，０００円、前年度比 

１，７１１万１，０００円の減少。県への納付金について県から示されてい

る納付額を計上しております。 

１項医療給付費分２億８，８２３万１，０００円、前年度比１，２６０万

９，０００円の減少。 

１目一般被保険者医療給付費分が２億８，８２３万円。 

２目の退職被保険者等医療給付費分は１，０００円としております。 

２項後期高齢者支援金等分８，１５０万８，０００円、前年度比３２７万

円の減少。 

１目一般被保険者後期高齢者支援金等分８，１５０万７，０００円。 

２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分１，０００円。 

３項介護納付金分２，３９９万５，０００円、前年度比１２３万２，００
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０円の減少。 

１目介護納付金分２，３９９万５，０００円で、すいません、記載を漏ら

しておりますが、前年度比同じく１２３万２，０００円の減少となっており

ます。予算書の２２８ページから２２９ページです。 

４款の財政安定化基金拠出金１，０００円、こちらにつきましては前年度

同額ですが、県の財政安定化基金に対する拠出金を名目計上をしておりま

す。予算書２３０ページから２３１ページをお願いいたします。 

５款の保健事業費です。２，９２１万円、前年度比６万円の増加。 

１項保健事業費９６７万１，０００円、前年度比７６万６，０００円の減

少。 

１目疾病予防費は、脳ドックや各種がん検診の疾病予防や糖尿病性腎症重

症化予防事業に係る管理栄養士等の人件費を計上しております。 

２目あんま、はり、きゅう施術費は、あんま、はり、きゅうの施術に対す

る補助金を計上しております。 

２項特定健康診査等事業費１，９５３万９，０００円、前年度比８２万

６，０００円の増加。 

１目特定健康診査等事業費は、特定健康診査に係る保健指導に伴う在宅保

健師の人件費等その他事務費を計上しております。予算書２３２ページから

２３３ページです。 

６款基金積立金３万２，０００円、前年度比２万１，０００円の減少。 

１項基金積立金３万２，０００円、前年度比２万１，０００円の減少。 

１目積立金は基金利子見込額を計上しております。予算書２３４ページか

ら２３５ページ。 

７款公債費１，０００円を名目計上で、前年度と同額を名目計上しており

ます。予算書２３６ページから２３７ページです。 

８款諸支出金です。１００万７，０００円、前年度比８，０００円の減

少。 

１項償還金及び還付加算金１００万４，０００円、前年度比８，０００円

の減少です。 

１目一般被保険者保険税還付金、２目退職被保険者等保険税還付金のいず

れも、過年度分の保険税の還付が生じた場合の還付金を計上しております。 
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３目保険給付費等交付金償還金は、県からの保険給付費等交付金の前年度

精算返還分を名目計上しております。 

４目償還金は名目計上しております。 

２項延滞金１，０００円、前年度同額で名目計上をしております。 

３項繰出金２，０００円、こちらも町からの助産費等の負担金の清算に伴

う返還金を名目計上をしております。前年度と同額であります。予算書２３

８ページ。 

９款予備費８０７万３，０００円、前年度比７２４万４，０００円の増と

なっております。 

１項予備費８０７万３，０００円、前年度比７２４万４，０００円の増。 

１目予備費は、歳入と歳出の見合いにより計上をいたしております。 

資料の７ページにつきましては、国保特会の令和４年度の総括表となって

おりますので、後ほどご参照をお願いいたします。以上で説明を終わりま

す。 

（１１：４５） 

議 長 次に、後期高齢者医療特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。議案第２２号「令和４年度川棚町後期高齢者医療特別

会計予算」についてご説明をいたします。予算書につきましては２４３ペー

ジからとなっております。 

第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，４４

１万３，０００円と定めるものであります。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表  歳入歳出予算」によるものとしております。なお、令

和４年度後期高齢者医療特別会計につきましては、長崎県後期高齢者医療広

域連合の試算、資料を基に予算の編成をいたしております。 

それでは、事項別明細書で説明をいたしますので、２４７ページをお開き

ください。 

歳入予算でありますが、１款の後期高齢者医療保険料が全体の６９．５

パーセントを占めております。また、繰入金は予算総額の２７．６パーセン

トを占めており、この２つの款で予算全体をほぼ占めることとなっておりま
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す。前年度と比較いたしまして、歳入で１，４１６万２，０００円増加をし

ております。次のページが歳出になります。 

歳出でありますが、２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者か

ら納付いただいた保険料に一般会計から繰り入れた町分担金並びに保険基盤

安定負担金を合わせた、２億７０３万２，０００円で、歳出合計額の９６．

６パーセントを占めております。 

それでは、詳細について歳入から説明いたしますので、予算書の２５０

ページをお開きください。なお、これ以降につきましては本日お配りをいた

しております資料に沿って説明をいたします。ここからは着座にてご説明を

させていただきますのでご了承ください。予算書２５０ページから２５１

ページです。 

１款後期高齢者医療保険料１億４，９０２万３，０００円、前年度比８７

８万５，０００円の増加。 

１項後期高齢者医療保険料１億４，９０２万３，０００円、前年度比８７

８万５，０００円の増加。 

１目特別徴収保険料及び２目普通徴収保険料は、広域連合試算による保険

料を計上しております。予算書２５２ページ、２５３ページをお開きくださ

い。 

２款使用料及び手数料１万１，０００円は、前年度と同額です。 

１項手数料１万１，０００円、前年度同額を計上しております。 

１目証明手数料及び２目督促手数料は前年度同額を計上しております。予

算書２５４ページから２５５ページです。 

３款国庫支出金１，０００円で、前年度同額を計上しております。こちら

については、１項１目後期高齢者医療制度円滑化運営事業費補助金を名目計

上しております。続きまして、予算書の２５６ページ、２５７ページ。 

４款繰入金です。４款繰入金５，９１７万６，０００円、前年度比４４３

万円の増加。 

１項一般会計繰入金５，９１７万６，０００円、前年度比４４３万円の増

加。 

１目事務費繰入金、２目保険基盤安定繰入金は、広域連合の試算により計

上しております。予算書２５８ページ、２５９ページをお願いいたします。 
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５款繰越金は１，０００円を前年度同額。 

１項繰越金１，０００円で前年度同額。 

１項１目繰越金は、前年度同額を名目計上しております。予算書２６０

ページから２６１ページです。 

６款諸収入６２０万１，０００円、前年度比９４万７，０００円の増加。 

１項延滞金、加算金及び過料については、前年度同額の１，０００円を名

目計上しております。資料２ページをお願いいたします。 

２項償還金及び還付加算金３０万１，０００円は、前年度比１万８，００

０円の増加です。 

１目保険料還付金、２目還付加算金は、連合会試算により計上をしており

ます。 

３項雑入５８９万９，０００円、前年度比９２万９，０００円の増加。 

１目滞納処分費は名目計上です。 

２目雑入は、広域連合からの健康診査事業費分を計上しております。 

歳出の説明に移らせていただきます。予算書は２６２ページからになりま

す。 

１款総務費７０７万５，０００円、前年度比１１７万８，０００円の増

加。 

１項総務管理費７０２万６，０００円、前年度比１１７万７，０００円の

増加です。 

１目の一般管理費は、後期高齢者医療に係る事務費、健康診査事業費等を

計上しております。 

２項徴収費４万９，０００円、前年度比１，０００円の増加。 

１目の徴収費は、後期高齢者保険料徴収に係る口座振替手数料等を計上し

ております。予算書の２６４ページから２６５ページです。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金２億７０３万２，０００円、前年度比 

１，２９６万６，０００円の増加。 

１項後期高齢者医療広域連合納付金２億７０３万２，０００円、前年度比 

１，２９６万６，０００円の増加です。 

１目の後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の試算により計上して

おります。 
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後期高齢者医療保険料及び事務費負担金、保険基盤安定負担金につきまし

ては、資料２ページに記載のとおりであります。予算書２６６ページから２

６７ページです。 

３款諸支出金です。３款諸支出金３０万１，０００円、前年度比１万８，

０００円の増加です。 

１項償還金及び還付加算金３０万円、前年度比１万８，０００円の増加。 

１目保険料還付金は、広域連合試算による賦課見込額に０．２パーセント

乗じた額を計上しております。 

２項繰出金は前年度と同額を見込み計上しております。予算書２６８ペー

ジから２６９ページ。 

４款予備費５，０００円、前年度同額を歳入歳出の見合いによりまして名

目計上いたしております。 

資料の最後のページにつきましては、一般会計と後期高齢者医療特別会計

間の予算の流れを図示したものであります。後ほどご参照いただきたいと思

います。以上で、令和４年度後期高齢者医療特別会計予算について説明を終

わります。 

（１１：５４） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１１：５４） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、介護保険事業特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。議案第２３号「令和４年度川棚町介護保険事業特別会

計予算」についてご説明をいたします。予算書では２７１ページからとなり

ます。 

第１条の規定では、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億９，

０００万円と定めるものであります。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものとしております。 
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続きまして、事項別明細書を用いて説明いたしますので、予算書２７５

ページをお開きください。 

歳入ですが、前年度と比較して歳入合計で７，５００万円増加しておりま

す。歳入の構成といたしましては、保険料や保険給付費、地域支援事業費に

係る国、県、支払基金、町の負担金が主なものとなっております。 

次のページが歳出ですが、２款保険給付費が１３億３，４００万円で、４

款地域支援事業等費が９，６８４万円となっており、この２つの款で歳出の

９６パーセントを占めております。 

予算書３２２ページには給与費明細書、３２６ページには令和４年度以降

の債務負担行為に関する調書を掲載しておりますが、説明については省略を

させていただきます。 

それでは、詳細について歳入の方から説明をいたしますので、予算書の２

７８ページをお開きください。なお、本日お配りしました資料によって説明

をいたします。以降の説明につきましては、着座にてご説明をさせていただ

きますのでご了承をお願いいたします。資料１ページ、予算書２７８ページ

から２７９ページ。 

歳入の１款保険料２億８，２３０万１，０００円、前年度同額。 

１項介護保険料２億８，２３０万１，０００円、前年度同額。 

１目第１号被保険者保険料は、高齢者人口の伸び等を勘案して保険料収入

見込額を計上しております。予算書２８０ページから２８１ページをお願い

いたします。 

２款使用料及び手数料です。２款使用料及び手数料３万円、前年度同額。 

１項１目督促手数料としまして前年度同額を計上しております。予算書２

８２ページから２８５ページです。 

３款国庫支出金３億５，４１９万２，０００円、前年度比８８８万７，０

００円の増加。 

１項国庫負担金２億４，２６４万１，０００円、前年度比５０６万５，０

００円の増加。 

１目介護給付費負担金は、標準給付費の施設以外分２０パーセント、施設

分１５パーセントを定められた割合で計上をしております。 

２項国庫補助金１億１，１５５万１，０００円、前年度比３８２万２，０
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００円の増加。 

１目調整交付金は、標準給付費の６．０パーセントで計上しております。 

２目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の２０

パーセント、調整交付金として５パーセント、包括的支援事業・任意事業費

の３８．５パーセント、社会保障充実分として、包括的支援事業費の３８．

５パーセントを定められた割合で計上しております。 

３目保険者機能強化推進交付金は、市町村の自立支援・重度化防止等の取

組を支援するために３０年度から新たに創設された交付金であります。令和

３年度の内示額を参考として計上しております。 

４目介護保険保険者努力支援交付金は、新たに介護予防・健康づくり等に

資する取組を重点的に行う市町村を支援するために令和２年度に創設された

交付金であります。３年度の内示額を参考に計上しております。予算書２８

６ページ、２８７ページをお願いいたします。 

４款支払基金交付金です。４款支払基金交付金３億７，３６９万７，００

０円、前年度比１，０６４万１，０００円の増加。 

１項支払基金交付金３億７，３６９万７，０００円、前年度比１，０６４

万１，０００円の増加。 

１目介護給付費交付金は、標準給付費に対して４０歳から６４歳の第２号

被保険者保険料に係る交付率２７パーセントで計上しております。 

２目地域支援事業支援交付金は、介護予防事業・日常生活支援総合事業費

に係る交付率２７パーセントで計上しております。予算書２８８ページから

２９１ページになります。 

５款の県支出金です。５款県支出金２億３，８１５万５，０００円、前年

度比４，１４８万８，０００円の増加。 

１項県負担金１億９，０９１万１，０００円、前年度比５９８万５，００

０円の増加。 

１目介護給付費負担金は、標準給付費の施設以外分１２．５パーセント、

施設分１７．５パーセントを定められた割合で計上しております。 

２項県補助金４，７２４万４，０００円、前年度比３，５５０万３，００

０円の増加。 

１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．
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５パーセント、包括的支援事業費・任意事業費の１９．２５パーセント、社

会保障充実分として包括的支援事業費の１９．２５パーセントを定められた

割合で計上しております。 

２目介護保険低所得者対策事業費補助金は、対象事業費の補助率４分の３

を計上しております。 

３目地域医療介護総合確保基金事業補助金は、認知症高齢者グループホー

ムの増設に係る補助金、これは定額となっておりますが、これを計上してお

ります。予算書の２９２ページから２９３ページをお願いいたします。 

６款財産収入です。６款財産収入４万５，０００円、前年度比２万５，０

００円の減少。 

１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、介護保険給付費基金利子とし

て全額を積み立てるものであります。なお、歳出の５款１項１目介護給付費

基金積立金に対応するものであります。予算書の２９４ページから２９５

ページをお願いいたします。 

７款寄附金、１項１目寄附金は、前年度同様１，０００円を名目計上する

ものであります。予算書の２９６ページから２９７ページをお願いいたしま

す。 

８款繰入金です。８款繰入金２億３，６９６万１，０００円、前年度比

１，３９０万７，０００円の増加。 

１項一般会計繰入金２億１，７７２万９，０００円、前年度比１５６万円

の増加となっております。 

１目介護給付費繰入金は、標準給付費の１２．５パーセントを定められた

割合で計上しております。 

２目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．

５パーセント、包括的支援事業費・任意事業費の１９．２５パーセント、社

会保障充実分として包括的支援事業費の１９．２５パーセントを定められた

割合で計上しております。資料の３ページをお願いします。 

３目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料の低所得者軽減制度に対す

る公費負担分を計上しております。割合は資料３ページに掲載のとおりで

す。 

４目その他一般会計繰入金は、介護保険事務費等に要する経費をそれぞれ
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計上しております。 

１節の事務費等繰入金は、歳出の１款１項の総務費に対応するものであり

ます。 

２項基金繰入金１，９２３万２，０００円、前年度比１，２３４万７，０

００円の増加です。 

１目介護給付費基金繰入金は、財源不足を補うため不足見込み額相当額を

計上しております。予算書２９８ページから２９９ページをお願いいたしま

す。 

９款繰越金です。９款繰越金３，０００円、前年度同額。 

１項１目繰越金は、繰越金として介護給付費分、地域支援事業費分、事務

費等分をそれぞれ名目計上しております。予算書３００ページから３０１

ページです。 

１０款諸収入です。１０款諸収入４６１万５，０００円、前年度比１０万

２，０００円の増加。 

１項諸収入１万３，０００円、前年度同額であります。 

１目延滞金、加算金及び過料は、それぞれ名目計上しております。 

２目雑入は、第三者納付金、返納金、雑入をそれぞれ名目計上しておるも

のであります。 

２項介護サービス収入４６０万２，０００円、前年度比１０万２，０００

円の増加。 

１目介護予防サービス費収入は、要支援者に係るサービス計画費収入を計

上しております。 

歳出の説明に移ります。予算書は３０２ページから３０３ページです。 

１款総務費です。１款総務費５，３５３万２，０００円、前年度比３，２

１５万５，０００円の増加。 

１項総務費５，３５３万２，０００円、前年度比３，２１５万５，０００

円の増加。 

１目総務管理費は、介護保険業務に係る事務費であります。一般管理費と

電算システム費を計上しております。増加の主な要因につきましては、認知

症高齢者グループホームの増設に係る補助金を計上しているものでありま

す。 
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２目徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴収に係る経費を計上して

おります。 

３目認定事業費は、介護認定審査会、認定調査員に要する経費を計上して

おります。資料４ページをお願いいたします。予算書は３０４ページから３

０９ページです。 

２款保険給付費１３億３，４００万円、前年度比３，４００万円の増加。 

１項保険給付費１３億３，４００万円、前年度比３，４００万円の増加。

介護給付費の総額は、国、県等の負担金、交付金算出の標準給付費にあたる

ものであります。歳出予算の８９．５パーセントを占めております。近年の

給付費の伸び率及び介護報酬改定等を勘案して計上しております。 

１目介護サービス等諸費は、要介護１から５の認定を受けた受給者が受け

るサービスに係る給付費を計上しております。サービスの内容につきまして

は、資料４ページに記載のとおりであります。 

２目介護予防サービス等諸費は、要支援１・２の認定を受けた受給者が受

けるサービスに係る給付費を見込み計上しております。サービスの内容につ

きましては、資料４ページをご参照ください。予算書は３０６ページから３

０７ページです。 

３目その他諸費は、介護給付費に係る審査支払手数料を見込み計上してお

ります。 

４目高額介護サービス等費は、所得等に応じた自己負担限度額に係る補足

給付として見込み計上しております。 

５目高額医療合算介護サービス等費は、１年間の医療保険と介護保険の自

己負担額の合算額が、高額になる場合に負担軽減をするために支給する制度

であります。概算額を見込み計上しております。予算書の３０８ページ、３

０９ページをお開きください。 

６目特定入所者介護サービス等費は、食費や居住費が自己負担化されたこ

とによります低所得者への補足給付を計上しております。予算書３１０ペー

ジから３１１ページをお願いいたします。 

３款財政安定化基金拠出金です。３款財政安定化基金拠出金１，０００

円、前年度同額。 

１項１目財政安定化基金拠出金は、前年度同額を名目計上しております。
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予算書３１２ページから３１５ページになります。 

４款の地域支援事業等費であります。４款地域支援事業等費９，６８４万

円、前年度比７６８万４，０００円の増額です。 

１項地域支援事業費８，８０３万３，０００円、前年度比１，１７８万円

の増額となっております。 

１目介護予防・日常生活支援総合事業費は、制度改正により２８年１０月

から開始をした介護予防・日常生活支援総合事業に係る経費を計上しており

ます。増額の主な要因は、通所型サービス事業費・一般介護予防事業費の増

額によるものであります。 

２目包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営に係る

事業費並びに任意事業として高齢者及び高齢者家族に対する各種支援事業に

係る経費を計上しております。増額の主な要因としましては、任意事業費の

増額見込みによるものであります。予算書３１４ページ、３１５ページにな

ります。 

２項保健福祉事業費４２０万５，０００円、前年度比４３万６，０００円

の増加。 

１目保健福祉事業費は、社会福祉協議会に委託しております配食サービス

事業に係る委託料が主なものであります。 

３項指定介護予防支援事業費４６０万２，０００円、前年度比１０万２，

０００円の増額。 

１目指定介護予防支援事業費は、指定介護予防支援事業所としての活動経

費を計上しており、主な財源は、歳入１０款諸収入、２項１目介護予防サー

ビス費収入であります。介護予防支援専門員の嘱託職員の人件費、介護予防

ケアプランの事業所への委託料等を計上しております。 

なお、高齢者一体的事業費につきましては、令和４年度は、国保年金係で

主導的に事業を実施することといたしましたので、一般会計３款民生費、１

項１目社会福祉総務費の中に予算計上をしております。続きまして、予算書

３１６ページから３１７ページです。 

５款基金積立金４万６，０００円、前年度比２万５，０００円の減少。 

１項１目介護給付費基金積立金は、基金から生じた利子を全額積み立てる

こととして計上しております。資料６ページをお願いいたします。予算書は
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３１８ページから３１９ページです。 

６款諸支出金６万６，０００円、前年度同額です。 

１項１目第１号被保険者保険料還付金、２目償還金、３目第１号被保険者

還付加算金のいずれにつきましても、前年度と同額をそれぞれ名目計上いた

しております。 

２項繰出金３，０００円、前年度同額。 

１目一般会計繰出金は、負担金等前年度の精算に伴う一般会計への返還分

を名目計上しております。予算書３２０ページから３２１ページです。 

７款予備費５５１万５，０００円、前年度比１１８万６，０００円の増

加。 

１項１目予備費は、歳入歳出の見合いにより計上をしております。 

次に、資料の最後７ページに付けております介護保険事業特別会計予算総

括表をご覧ください。この一覧表は令和４年度の予算の総括表で、上段に歳

入を、下段に歳出を記載しており、それぞれの歳出がどのような歳入によっ

て賄われているかを示すものであります。右側上段については、国、県、町

等の負担割合を示しているものであります。これにつきましては、後ほどご

参照いただきたいと思います。 

以上で、令和４年度川棚町介護保険事業特別会計予算についての説明を終

わります。 

（１３：２２） 

議 長 次に、観光施設事業特別会計についての追加説明を求めま

す。産業振興課長。 

産業振興課長 議案第２４号「令和４年度川棚町観光施設事業特別会計予

算」について説明をいたします。予算書は３２７ページであります。 

条文の第１条第１項で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，８

００万円と定め、第２項で歳入歳出の予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものとしております。 

また、第２条では、債務負担行為に係る事項、期間及び限度額について

「第２表 債務負担行為」によるものと定めているものであります。３３０

ページをお開きください。 

「第２表 債務負担行為」であります。事項、期間及び限度額等について
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記載をしております。 

それでは、事項別明細書により説明をいたしますので、３３１ページをお

開きください。 

歳入歳出予算事項別明細書でありますが、歳入では対前年度と比較して、

歳入合計で７００万円減少しており、歳入予算全体の６８．９パーセントを

１款繰入金が占めております。次のページをお開きください。  

歳出では、歳出予算全体の８１．３パーセントを１款観光施設事業費が、

１７．８パーセントを２款公債費が占めております。 

それでは、歳入から説明しますので、次のページをお開きください。な

お、本日お配りいたしました資料に沿って説明をいたします。ここからは着

座にて説明をさせていただきます。まず、歳入についてであります。 

１款繰入金、１項繰入金６，７４７万５，０００円、前年度比６７８万円

の減となっております。 

１目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を計上をしております。次

ページをお開きください。 

２款諸収入、１項貸付金収入２，０００万円、前年度と同額であります。 

１目指定管理者貸付金収入は、川棚町大崎保養・宿泊施設運転資金貸付元

金として２，０００万円を計上しているものであります。 

２項雑入１，０５２万５，０００円、前年度比２２万円の減であります。 

１目雑入は、観光事業収入として１，０５２万５，０００円を見込み計上

をしているところであります。 

次に歳出についてであります。予算書は３３８、３３９ページをお開きく

ださい。 

１款観光施設事業費、１項観光施設事業費７，９６８万６，０００円、前

年度比６６０万５，０００円の減となっております。 

１目管理費は、大崎公園、くじゃく荘、大崎温泉の管理運営に係る一般的

な経費として５，８７５万４，０００円を計上をしております。主なものに

つきましては、大崎公園については、１２節委託料において大崎自然公園指

定管理料、１７節備品購入費においては園内管理用の軽トラック１台、あと

くじゃく荘につきましては、１７節備品購入費において事業所のフルカラー

複合機１台に要する経費を計上しているところであります。また、２０節貸
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付金につきましては、一般社団法人川棚町観光協会の運転資金として貸付け

に要する費用を計上をしております。 

２目改良費につきましては、大崎公園、くじゃく荘、大崎温泉の改修及び

整備に要する経費といたしまして２，０９３万２，０００円を計上しており

ます。１０節需用費及び１４節工事請負費は下表に記載しておりますので、

後ほどお目通しをお願いをいたします。続きまして、予算書の３４０、３４

１ページをお願いします。 

２款公債費、１項公債費１，７４６万３，０００円、前年度比２万６，０

００円の減であります。 

１目元金は、大崎温泉における元金の償還分として１，７３９万円を計上

しております。 

２目利子つきましては、大崎温泉における借入れに対する利子分として７

万２，０００円を計上しております。 

３目公債諸費につきましては、役務費を名目の計上をしております。続き

まして予算書の３４２、３４３ページをお願いします。 

３款予備費、１項予備費８５万１，０００円、前年度比３６万９，０００

円の減となっております。 

１目予備費は、８５万１，０００円を見込み計上をしているものでありま

す。次のページをお開きください。 

このページにつきましては、起債の現在高見込みに関する調書となってお

ります。しおさいの湯の起債償還であり、令和６年度が最終年度となってお

るところであります。 

あと、次のページにつきましては、川棚町大崎自然公園指定管理委託業務

の債務負担に係る支出予定額等に関する調書でありますが、説明は省略した

いと思います。 

以上で、令和４年度川棚町観光施設事業特別会計予算について説明を終わ

ります。 

（１３：３１） 

議 長 次に、下水道事業会計についての追加説明を求めます。水道

課長。 

水 道 課 長 はい。それでは、議案第２５号「令和４年度川棚町下水道事
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業会計予算」についてご説明をいたします。予算書につきましては、この議

案書の一番最後の青の冊子の一つ手前の表題の「令和４年度川棚町下水道事

業会計予算書」でございます。それでは、１ページ目をお開きください。 

第１条には、下水道事業会計の予算は次に定めるところによるとしており

ます。 

第２条につきましては、業務の予定量を規定しており、排水戸数、年間総

排水量、一日平均排水量、主な建設改良事業を定めております。 

第３条につきましては、収益的収入及び支出の予定額を規定しており、収

入総額を４億４，７３２万１，０００円、支出総額を４億４，７３２万１，

０００円と定めているところでございます。 

第４条につきましては、資本的収入及び支出の予定額を規定しており、収

入総額を２億２，７２８万６，０００円、支出総額を３億７，９０９万７，

０００円と定め、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億５，

１８１万１，０００円は、過年度分損益勘定留保資金４，８２６万１，００

０円、当年度分消費税資本的収支調整額５８８万１，０００円、当年度分損

益勘定留保資金９，７６６万９，０００円で補填する予定としております。

２ページ目をお願いいたします。 

第５条につきましては、債務負担行為に関する規定であり、川棚浄化セン

ター産業廃棄物収集・運搬業務及び川棚浄化センター産業廃棄物処分業務に

おいて、令和５年度から令和６年度までの期間で、限度額をそれぞれ５６０

万円、２，０６０万円と定めております。 

第６条につきましては、企業債に関する規定であり、借入の限度額を２，

９７０万円と定めております。 

第７条につきましては、一時借入金に関する規定であり、借入れの限度額

を２億円と定めております。 

第８条につきましては、各項間の流用について定めており、営業費用と営

業外費用間の流用ができることとしております。 

第９条につきましては、予算の流用に係る議会の議決事項に関する規定で

あり、職員給与費３，５１６万３，０００円と定めております。 

第１０条につきましては、他会計からの補助金に関する規定であり、一般

会計から補助を受ける金額は２，４４６万２，０００円と定めております。 
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それでは主な内容につきましては、実施計画明細書にて説明をいたしま

す。着座にて説明をさせていただきます。６ページをお開きください。収益

的収入及び支出について、支出から説明をいたします。 

１款下水道事業収益につきましては、４億４，７３２万１，０００円、前

年度比６６万２，０００円の増となっております。 

１項１目下水道使用料につきましては、令和３年度の実績から減額を見込

み、１億３，６０２万６，０００円を計上いたしております。 

２目他会計負担金につきましては、基準内の繰入金であり、雨水処理負担

金として雨水処理分の減価償却費に見合う額及び雨水に係る施設の維持管理

費分として計上をいたしております。 

３目その他の営業収益につきましては、督促手数料及び排水設備に係る手

数料等を見込み計上をいたしております。 

２項１目受取利息及び配当金につきましては、普通預金の預金利息であ

り、名目計上をいたしております。 

２目他会計補助金につきましては、基準外の繰入金であり、汚水減価償却

費補助金及び企業債利息不足相当分を計上いたしております。 

３目他会計負担金につきましては、基準内の繰入金であり、分流式下水道

等の減価償却費分及び各種借入金の利子分を計上いたしております。  

４目長期前受金戻入は、補助金等の財源によって取得した資産の減価償却

費相当額を収益化するという会計制度に基づき計上するもので、前年同額を

見込み計上いたしております。 

５目消費税及び地方消費税還付金につきましては、令和４年度当初予算計

上分を執行した場合の仮受消費税額に対して、仮払消費税の支払額が多くな

る見込みであることから、消費税の還付金を見込み計上いたしております。 

６目雑収益につきましては、延滞金などを見込み、前年同額を計上してお

ります。７ページの支出の説明です。 

１款下水道事業費用につきましては、４億４，７３２万１，０００円、前

年度比６６万１，０００円の増となっております。 

１項１目管渠費につきましては、マンホール、マンホールポンプ、管渠等

の維持管理に要する費用を計上いたしております。主なものは、マンホール

ポンプ等の修繕費、管路システム保守等の委託料、管渠及び舗装補修等の工
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事請負費、電気料等の動力費などの経費を計上いたしております。 

２目ポンプ場費は、下組ポンプ場の維持管理に要する経費を見込み計上い

たしております。 

３目処理場費は、川棚浄化センターの維持管理費に要する費用であり、主

なものは、電気・機械器具等整備の修繕費、８ページにいきまして、浄化セ

ンターの維持管理業務や水質検査等の委託料、電気料金等の動力費、薬品等

の材料費などを見込み計上いたしております。 

４目総係費につきましては、下水道事業全般の経常的な経費を計上いたし

ております。主なものは、職員２名分の人件費、口座振替等の手数料、会計

システム等保守料の委託料などとなっております。９ページです。  

５目減価償却費につきましては、建物や管路など有形固定資産と無形固定

資産の減価償却費分を計上いたしております。 

６目資産減耗費は、固定資産除却費を名目計上いたしております。 

７目その他の営業費用は、雑支出としてその他償還金利子及び割引料を名

目計上しております。 

２項１目支払利息は、企業債に係る利息を計上いたしております。 

４項１目予備費は、前年度と同額を名目計上いたしております。１０ペー

ジをお願いします。 

資本的収入及び支出についてでございます。まず収入からです。 

１款資本的収入は、２億２，７２８万６，０００円、前年度比２，１３８

万８，０００円減となっております。 

１項１目建設改良企業債は、公共下水道事業債として２，９７０万円の借

入れを予定し計上いたしております。 

２項１目国庫補助金は、下水道工事請負費、家屋調査、汚水管路修繕・改

築計画策定等に伴う交付金を予定し計上をいたしております。 

３項１目他会計負担金につきましては、基準内繰入である児童手当に要す

る経費を計上いたしております。 

２目受益者負担金及び分担金につきましては、受益者負担金として見込み

計上をいたしております。 

４項１目他会計出資金につきましては、基準内繰入である雨水処理負担金

及び各種の借入金の元金を計上いたしております。また、基準内繰入とし
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て、建設改良費不足分及び企業債元金不足分を計上いたしております。１１

ページをお願いします。 

１款資本的支出は、３億７，９０９万７，０００円、前年度比２，４０９

万９，０００円の減となっております。 

１項１目下水道建設改良費は、建設改良に係る経常的な経費及び委託料、

工事請負費等で、主なものは職員３名の人件費、汚水管路修繕改築計画策定

等に係る委託料及び管渠整備に係る工事請負費などを見込み計上いたしてお

ります。 

２項１目企業債償還金は、企業債の償還元金を計上しております。  

３項１目予備費は、前年度と同額を名目計上いたしております。１６、１

７ページをお願いします。 

令和４年度の予定損益計算書でございますが、１営業収益と３営業外収益

から２営業費用と４営業外費用を差し引いた経常損失は、４４７万７，００

０円となる見込みであります。特別利益及び特別損失はございませんので、

経常損失がそのまま当年度純損失となり、令和３年度予算ベースでの前年度

繰越欠損金３，８４１万３，９２１円を加えた当年度未処理欠損金は４，２

８９万９２１円となる見込みです。昨年度に引き続き、未処理欠損金を計上

することとなりますけれども、若干の減額となっており、また、一般会計か

らの基準外繰入金につきましても１，５００万程度の減額となっておりま

す。今後も積極的な未接続の家屋に対する接続のお願いなどを行い、下水道

水洗化率の向上と使用料の増収、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えて

います。 

なお、４、５ページには実施計画書、１２、１３ページにはキャッシュフ

ロー計算書、１４、１５ページには給与費明細書、１８、１９ページには予

定貸借対照表、２０ページから２３ページには前年度の予定損益計算書と予

定貸借対照表、２４ページには下水道事業会計予算に関する注記を記載して

おりますが、説明は省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

（１３：４３） 

議 長 次に、水道事業会計についての追加説明を求めます。水道課

長。 

水 道 課 長 それでは、議案第２６号「令和４年度川棚町水道事業会計予
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算」についてご説明をいたします。 

予算書は一番最後の水色の冊子で、表題の「令和４年度川棚町水道事業会

計予算書」でございます。それでは１ページ目をお開きください。 

第１条には、水道事業会計の予算は、次に定めるところによるとしており

ます。 

第２条は、業務の予定量を規定しており、給水戸数、年間給水量、一日平

均給水量、主要な建設改良事業を定めております。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額を規定しており、収入総額を３億

４，８２４万３，０００円、支出総額を３億５，５３７万６，０００円と定

めているところでございます。 

第４条につきましては、資本的収入及び支出の予定額を規定しており、収

入総額を２００万円、支出総額を１億１，３３６万円と定め、資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額１億１，１３６万円は、過年度分損益勘

定留保資金６，５５０万４，０００円、当年度分消費税資本的収支調整額３

６５万４，０００円、当年度分損益勘定留保資金４，２２０万２，０００円

で補填する予定といたしております。２ページ目をお願いします。 

第５条は、一時借入金に関する規定であり、借入の限度額を３，０００万

円と定めております。 

第６条は、流用の議決事項に関する規定であり、職員給与費は４，７２２

万２，０００円及び交際費は５万円と定めております。 

第７条は、たな卸資産の購入限度額に関する規定であり、購入限度額を５

００万円と定めているところであります。 

それでは、主な内容につきましては、実施計画明細書にて説明いたしま

す。着座にて説明をさせていただきます。６ページをお開きください。収益

的収入及び支出についてです。収入からです。 

１款水道事業収益は、３億４，８２４万３，０００円、前年度比３７５万

５，０００円の減となっております。 

１項１目給水収益は、使用水量において令和３年度の決算見込みにて、工

場以外は減少するものと見込んでおり、水道料金も使用水量の減少により、

前年度より１５８万円減額した３億１，５０２万円を見込み計上いたしてお

ります。 
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２目受託工事収益は、前年度の実績にて見込みを計上いたしております。 

３目加入金は、前年度と同額を計上いたしております。 

４目その他の営業収益は、前年度の実績及び道路改良工事等に伴う水道管

移設工事の負担金を見込み計上をいたしております。 

２項１目受取利息は、利率の変動により減額を見込み計上いたしておりま

す。 

２目雑収益は、前年度の実績を基に増額計上いたしております。 

３目他会計負担金は、職員の児童手当について一般会計より繰入れを見込

み計上いたしております。 

４目消費税及び地方消費税還付金は、令和４年度当初予算計上分を執行し

た場合の仮受消費税額に対しまして、仮払消費税の支払額が少なくなる見込

みであることから、消費税の還付金は発生しない見込みであります。 

５目長期前受金戻入につきましては、平成２６年度から計上することと

なったもので、財源別に、工事負担金、受贈財産評価額、国庫補助金として

繰延収益に計上しておりますが、減価償却費相当額を営業外収益の長期前受

金戻入れとして収益化していくこととなっていることから見込みを計上いた

しております。７ページです。 

１款水道事業費用は３億５，５３７万６，０００円、前年度比９０９万

４，０００円の減となっております。 

１項１目原水費につきましては、原水を取水するために必要な経費を計上

いたしております。主なものは、取水ポンプ等の修繕費、取水施設改修工事

などの経費を見込み計上いたしております。 

２目浄水費は、原水を浄化するために必要な経費を計上しております。主

なものは、浄水場運転管理業務や電気計装、機械設備点検業務などの委託

料、水質検査などの手数料、機械設備などの修繕費、滅菌剤や凝集剤の薬品

費などの経費を見込み計上いたしております。８ページをお願いします。 

３目配水及び給水費につきましては、配水業務や給水業務に必要な経費を

計上しております。主なものは、テレメータや光回線通信などの通信運搬

費、量水器取替業務や配水地等の除草作業などの委託料、ポンプなどの修繕

費、電気料の動力費、工事請負費として、新谷郷の特攻殉国の碑資料館付近

の配水枝管布設替工事や、下水道工事等に伴う水道管移設工事などを見込み
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計上いたしております。 

４目受託工事費は、給水契約者などからの依頼で直営で行う工事に必要な

経費を見込み計上いたしております。９ページです。 

５目総係費は、水道事業全般の経常経費などを計上いたしております。主

なものは、職員６名分の人件費、検針業務や健康診断に係る委託料、会計シ

ステム等保守料や口座振替等の手数料、事務所等の賃借料、１０ページにい

きまして、自動車及び建物等の保険料などを見込み計上いたしております。 

６目減価償却費は、建物などの有形固定資産の減価償却費の経費を見込み

計上しております。 

７目資産減耗費は、配水管布設替に係る除却費及びたな卸資産減耗費を見

込み計上いたしております。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費は、１４件の企業債利息について見

込み計上いたしております。 

２目消費税は、借受消費税と仮払消費税の関係から今年度は納付消費税を

見込み計上いたしております。 

３目雑支出は、名目計上であります。１１ページです。資本的収入及び支

出について。収入からでございます。 

１款資本的収入は、前年同額の２００万円を計上いたしております。 

１項１目の建設改良企業債は、今年度の企業債の借入は予定しておりませ

ん。 

２項１目の工事負担金は、道路工事等に伴う水道管移設工事に係る他会計

からの負担金として２００万円を計上いたしております。支出についてで

す。 

１款資本的支出は、１億１，３３６万円、前年度比９１４万４，０００円

の減となっております。 

１項１目固定資産購入費は、新設量水器の購入費として見込み計上をいた

しております。 

２目施設改良費は、小串系送水管の布設替工事や中組郷の町営山道住宅付

近の配水管布設替工事などの経費として計上しており、前年度より８４７万

円の減となっております。 

２項１目企業債償還金は、１４件の企業債の元金償還を見込み計上いたし
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ております。２０ページ、２１ページをお願いします。令和４年度の予定損

益計算書でございます。 

１営業収益と３営業外収益から２営業費用と４営業外費用を差し引いた経

常損失は、１，１２４万円となる見込みであります。特別利益、特別損失は

ございませんので、経常損失がそのまま当年度純損失となり、令和３年度予

算ベースでの前年度繰越利益剰余金４，５７４万６，８０２円を加えた当年

度未処分利益剰余金は３，４５０万６，８０２円となる見込みです。単年度

収支では損失、いわゆる赤字が生じる見込みとなっておりますが、累積では

剰余金を確保できる見込みとなっております。 

なお、４、５ページには実施計画書、１２、１３ページにはキャッシュフ

ロー計算書、１４ページから１９ページには給与費明細書、２２、２３ペー

ジには予定貸借対照表、２４ページから２７ページには前年度の予定損益計

算書と予定貸借対照表、２８ページには水道事業会計予算に関する注記を記

載しておりますが、説明は省略させていただきます。以上で説明を終わりま

す。 

（１３：５４） 

議 長 以上の説明をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしま

した。 

本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。どうも、お疲れ様で

した。 

（１３：５４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。  

 

 

      川 棚 町 議 会 議 長     村 井 達 己    

 

      会 議 録 署 名 議 員     福 田  徹     

 

      会 議 録 署 名 議 員     小 谷 龍 一 郎  

 


